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新型コロナウイルス感染症長野県対策本部 

本部長 阿 部  守 一 

 

 

松本市を除く松本圏域の感染警戒レベルの引き下げについて（依頼） 

 

松本圏域については、レベル４への引上げから 14 日間以上経過し、松本圏域の直近１週間（１

月 21 日～27 日）の人口 10 万人当たりの新規陽性者数は 6.40 人と基準となる 10.0 人を下回っ

ており、感染拡大のリスクが低下したと認められることから、松本市を除く松本圏域の市町村の

感染警戒レベルを４から３に引き下げることを決定しました。 

なお、松本市においては、２月４日まで一部区域に対する営業時間短縮等の要請を行って

いるところであり、収束に向けてレベル５としての「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を継

続します。 

また、松本圏域（松本市を除く）における感染警戒レベル３としての「新型コロナウイル

ス警報」は継続中であり、１月 14 日には全県に対し「医療非常事態宣言」を発出していま

すので、引き続き、貴組織における感染防止対策に万全を期してください。 

また、関連する情報は、県ホームページに掲載していますので参考にしてください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kyodo/coronavirus.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担 当 県民文化部県民協働課協働・ＮＰＯ係 

  保科千丈（課長） 菅沼 淳（担当） 

電 話 026-235-7189（直通） 

ＦＡＸ 026-235-7258 

Ｅメール kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




